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※申請手続きの各段階において、所定の要件を満たす必要があります。

※生産性要件を満たすと、上記の金額に一定金額を上乗せして助成される場合があります。

人材の定着のために雇用環境の整備を行う

介護事業主へ助成します!

支給額
最大２段階支給

１回目：費用の25 ％
２回目：費用の20 ％
（上限額）１回につき150 万円

要件

１回目
▶介護福祉機器の導入と
その効果的な活用

２回目

▶１年後の離職率の低下
など

〈対象機器の例〉
○移動・昇降用リフト
○特殊浴槽
○装着型移乗介助機器（介護スーツ）

など

活用事例

【悩み･･･】
移乗介助時に腕や腰に負荷がか
かり、職員から不満の声が出て
いる。

【解決！】
ベッドに設置する
リフトを導入して
身体の負担が軽減！
働きやすくなった！

支給額
最大３段階支給

１回目：50万円

２回目：57万円

３回目：85.5 万円

要件

１回目
▶定期昇給や能力評価に基づ
く賃金制度の整備と支払い

２回目

▶１年後の離職率の低下

３回目

▶低下した離職率の２年間の
維持

など

活用事例

【悩み･･･】
将来の見通しが立たないという
理由で辞めていく職員が多い。

【解決！】
就業規則に定期昇給制度を
規定した結果、職員の
やる気がアップ！
離職率が改善した！

雇用管理でお困りの際は、ご相談ください！

検 索

の相談援助をご利用いただけます！

（公財）介護労働安定センター

雇用管理全般に関して、全国に支部がある

この助成金の詳細はこちら

検 索

厚労省HPよりご確認いただくか、
最寄りの都道府県労働局へ
お問い合わせください。

人材確保等支援助成金

離職率や生産性を含む所定の要件及び申請方法は、

※ ※

人材確保等支援助成金 人材確保等支援助成金

介護福祉機器助成コース


